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独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
上
、
」
の
下
に
「
林
業
信
用
保
証
業
務
（
」
を
、
「
規
定
す
る
林
業
信
用
保
証
業
務
」
の
下
に
「
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
、
第
七
条
の
二
及
び
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
信
用
基
金
は
、
」
の
下
に
「
第
七
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
通
則
法
第
四
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
払
戻
し
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
通
則
法
第
四
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
」
を
削
る
。

第
一
章
中
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
出
資
者
に
対
す
る
持
分
の
払
戻
し
）

第
七
条
の
二

林
業
信
用
保
証
業
務
に
係
る
政
府
及
び
都
道
府
県
以
外
の
出
資
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
出
資
者
」
と
い

う
。
）
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
信
用
基
金
に
対
し
、
そ
の
持
分
（
林
業
信
用
保
証
業
務
に
必
要
な
資
金

に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
示
し
て
さ
れ
た
出
資
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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２

信
用
基
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
（

そ
の
金
額
が
当
該
請
求
に
係
る
持
分
に
係
る
出
資
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
出
資
額
に
相
当
す
る
金
額
）
に
よ
り
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
払
戻
し
を
請
求
さ
れ
た
持
分
を
、
当
該
請
求
を
し
た
出
資
者
に
払
い
戻
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
事
業

年
度
に
お
け
る
払
戻
し
の
総
額
は
、
林
業
信
用
保
証
業
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
主

務
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
信
用
基
金
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
時
ま
で
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
請
求
を
し
た
出
資
者
に
対
し
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
払
戻
し
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

信
用
基
金
が
当
該
出
資
者
（
そ
の
者
が
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
森
林
組
合
等
又
は
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
林
業
者
等
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一
号
に

掲
げ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
債
務
を
保
証
し
て
い
る
と
き

信
用
基
金
が
当
該
出
資
者
の
債

務
に
つ
き
そ
の
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
を
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
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二

信
用
基
金
が
当
該
出
資
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
債
務
を
弁
済
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
者
に
対
し
て
求
償
権
を
有
し
て
い
る

と
き

当
該
求
償
権
に
係
る
債
務
が
完
済
さ
れ
た
時

４

信
用
基
金
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
を
し
た
と
き
は
、
信
用
基
金
の
資
本
金
（
林
業
信
用
保
証
業
務
に
充
て
る
べ

き
も
の
と
し
て
示
し
て
さ
れ
た
出
資
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
払
戻
し
を
し
た

持
分
に
係
る
出
資
額
に
つ
い
て
は
、
信
用
基
金
に
対
す
る
出
資
者
か
ら
の
出
資
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
、
信
用
基
金
は
、
そ

の
額
に
よ
り
資
本
金
を
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

信
用
基
金
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
森
林
経
営
管
理

法
（
平
成
三
十
年
法
律
第

号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
千
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
号
中
「
附
帯
す
る
業
務
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
」
を
加
え
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
十
五
条
第
二

号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
中
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
七
条
の
表
第
十
五
条
第
二
号
の
項
の
改
正
規
定
は
、
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三

十
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
三
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
実
施
状
況
を
勘
案
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

（
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
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る
。第

七
条
中
「
と
読
み
替
え
る
も
の
」
を
削
り
、
同
条
の
表
第
十
四
条
第
二
項
の
項
中
「
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進

の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
以
下
「
暫
定
措
置
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
暫
定
措
置
法
」
に
改
め
、

同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
条
の
二
第
三

第
十
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
中

第
十
七
条
第
二
号
若
し
く
は
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促

項
第
一
号

小
企
業
等
協
同
組
合

進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭
和

五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
暫
定
措
置
法
」
と
い

う
。
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
中
小
企
業
等
協

同
組
合

同
法
第
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
七
条
第
一
号
若
し

る
者

く
は
暫
定
措
置
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
者

第
七
条
の
表
第
十
五
条
第
二
号
の
項
中
「
こ
れ
に
」
の
下
に
「
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
」

を
、
「
こ
れ
ら
に
」
の
下
に
「
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
」
を
加
え
る
。


